
議案第１５号 

 

 

   鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部改正について 

 

 

 鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部改正について、別紙のとおり議決

を求めます。 

 

 

 

 

 

  令和７年３月１５日 

 

 

                鳥取県教育委員会教育長  足 羽 英 樹 
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鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則（昭和43年鳥取県教育委員会規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（臨時免許状の授与の出願） 

第４条 略 

２ 前項の規定は、免許法第17条の規定により臨時免許

状の授与を受けようとする者について準用する。この

場合においては、第２条第１項の表５の項ア及びイに

掲げる書類を併せて添付しなければならない。 

 

 

（免許状の再授与の出願の特例） 

第５条 免許法第16条の２に規定する免許状の再授与

を受けようとする場合には、前３条の規定により提出

すべき書類に加え、再び免許状を授与するのが適当で

あることを確認するために教育長が必要と認める書

類を提出しなければならない。 

 

（臨時免許状の授与の出願） 

第４条 略 

２ 前項の規定は、免許法第17条第１項の規定により臨

時免許状の授与を受けようとする者について準用す

る。この場合においては、第２条第１項の表５の項ア

及びイに掲げる書類を併せて添付しなければならな

い。 

 

（新教育領域の追加の定めの出願） 

第６条 略 

 

（新教育領域の追加の定めの出願） 

第５条 略 

 

第６条 削除 

 

様式第１号の２（第６条関係） 

 略 
 

様式第１号の２（第５条関係） 

 略 
 

備考 略 

 

様式第２号（第２条－第４条、第８条関係） 

宣誓書 

 私は、次の各号のいずれの者にも該当しないこと

を誓います。 

１ 拘禁刑以上の刑又は懲役若しくは禁錮に処せら

れた者 

２～４ 略 

 年 月 日 

氏 名  

 鳥取県教育委員会 様 
 

備考 略 

 

様式第２号（第２条－第４条、第８条関係） 

宣誓書 

 私は、次の各号のいずれの者にも該当しないこと

を誓います。 

１ 禁錮以上の刑に処せられた者 

 

２～４ 略 

 年 月 日 

氏 名 ㊞ 

 鳥取県教育委員会 様 

備考 氏名を自署する場合には、押印を省略することが

できる。 
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様式第６号（第７条、第９条－第11条関係） 

履歴書 

現住所       

氏 名       

 年 月 日生 

記 

１～４ 略 

上記のとおり相違ありません。 

   年 月 日 

氏 名   

上記のとおり確認する。 

   年 月 日 

学校長（所属長）氏 名 □印 

備考 

 １～４ 略 

  

 

 ５ 略 

 

様式第６号（第７条、第９条－第11条関係） 

履歴書 

現住所       

氏 名       

 年 月 日生 

記 

１～４ 略 

上記のとおり相違ありません。 

   年 月 日 

氏 名 ㊞ 

上記のとおり確認する。 

   年 月 日 

学校長（所属長）氏 名 □印 

備考 

 １～４ 略 

 ５ 本人が氏名を自署する場合には、押印を省略する

ことができる。 

 ６ 略 

 

様式９号の２（第12条関係） 

身上異動証明書 

現住所 

氏 名 

年 月 日生 

記 

 略 

上記のとおり相違ありません。 

 年 月 日 

 氏 名  

上記のとおり確認する。 

  年 月 日 

 学校長（所属長）氏 名 □印 
 

様式９号の２（第12条関係） 

身上異動証明書 

現住所 

氏 名 

年 月 日生 

記 

 略 

上記のとおり相違ありません。 

  年 月 日 

 氏 名 ㊞ 

上記のとおり確認する。 

  年 月 日 

 学校長（所属長）氏 名 □印 
 

備考 本籍地の変更、改正、改名等について記載するこ

と。 

   

備考１ 本籍地の変更、改正、改名等について記載する

こと。 

  ２ 本人が氏名を自署する場合には、押印を省略す

ることができる。 

 

様式第20号（第24条関係） 

教育職員免許状授与証明書 

本 籍 地         

氏  名         

生年月日   年 月 日 

 上記の者に下記の教育職員免許状を授与したこ

とを証明します。 

様式第20号（第24条関係） 
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記 

免許状種類  

教科、事項又

は領域 

 

免許状番号  

授与年月日  

授 与 権 者 鳥取県教育委員会 

追加した領域

及び追加年月

日 

領域名 追加年月日 

  

  

  

  

根 拠 規 定  

備 考  

  年 月 日 

鳥取県教育委員会 □印 
 

免許状授与（交付）証明書 

本籍都道府県名       

 氏  名          

    生年月日    年 月 日 

 頭書の者に下記のとおり免許状を授与（交付）し

たことを証明します。 

  年 月 日 

鳥取県教育委員会 □印 

記 

１ 免許状の種類 

２ 教   科 

３ 授与年月日 

４ 番   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

(１) 第４条第２項の改正規定、様式第２号の改正規定（次号に掲げる規定を除く。）、様式第６号の改正規

定、様式第９号の２の改正規定及び様式第20号の改正規定 公布の日 

(２) 様式第２号の改正規定（「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑又は懲役若しくは禁錮」に改める部分に限 

る。） 令和７年６月１日 
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鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の概要 
・児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する

施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的として制定。 
・児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者又は取上げ処分を受けた者を

「特定免許状失効者等」とし、免許管理者（当該者が居住する都道府県の教育委員会）は
国が整備するデータベースへ当該者の情報を入力することが義務付けられた。（児童生徒
性暴力等防止法第２条第６項、第１５条） 

・教員を任用しようとする者は、当該データベースを活用することが義務付けられた。（児童
生徒性暴力等防止法第７条） 

・特定免許状失効者等に免許状の再授与をする場合は、授与権者は、あらかじめ、都道府県
教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならないこととされた。（児童生徒性
暴力等防止法第２２条、教育職員免許法第１６条の２） 

 
２ 刑法の改正の概要 
  懲役刑及び禁錮刑が廃止されるとともに、拘禁刑が創設されることとなった。 
 
３ 関係規定の改正概要 

鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則に、特定免許状失効者等に係る免許状の再授
与の出願に関する特例を新設する。 

また、様式第２号中、「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑又は懲役若しくは禁錮」とあらた
める。 

その他、所要の改正を行う。 
 
＜参考＞ 

○鳥取県附属機関条例 
  教育委員会の附属機関として鳥取県教育職員免許状再授与審査会を設置することとし、そ

の調査審議する事項を定める。 
○鳥取県手数料徴収条例 

手数料を徴収する教育職員免許法に基づく教育職員の免許状の授与に係る事務に、特定免
許状失効者等に再び免許状を授与する場合の事務を加える。 

 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第５７号）が令
和３年６月４日に公布され、令和４年４月１日に施行されたことに伴い、鳥取県教育職員の
免許状の授与等に関する規則の一部改正を行うもの。 

また、刑法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 
 
【一部改正】 

○鳥取県教育職員の免許状の授与等に関する規則 
【その他】 

○鳥取県附属機関条例（一部改正） 
○鳥取県手数料徴収条例（一部改正） 


